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１．方針策定の趣旨 

この「地域包括支援センター運営方針」は、天草市地域包括支援センター

の運営上の基本的考え方や理念、業務推進上の指針等を明確にするととも

に、地域包括支援センターが実施する包括的支援事業における業務の円滑

で効果的な実施に資することを目的に定める。 

 

２．期間 

 「天草市第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に連動し、令和 

  ９年３月３１日までを当該方針の期間とし、この方針に基づいて地域包括

支援センターは事業計画を作成し業務を実施する。 

 

３．基本理念と計画の柱 

基本理念 

 高齢者が健康で生きいきと暮らし、住み慣れた地域で共に支え合い自分

らしい生活を営むことができる地域共生社会 

計画の柱 

① 誰もが安心して暮らせる体制づくり 

② 健康で生きいきと暮らせる仕組みづくり 
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【誰もが安心して暮らせる体制づくり】 

１．地域包括支援センターの機能強化 

 天草市内に６か所（４法人委託）設置し、管轄する第１号被保険者約１，５０

０人に対し３職種（保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等）各１名以

上を配置、事務負担軽減のための事務職の配置、地域支え合い推進員の配置を行

い、管轄エリアの地域ニーズに応じ、チームアプローチが充実できるよう体制整

備を行っている。 

 地域包括支援センターの役割が十分に発揮できるよう計画的に職員の配置を

行い、県や各種団体が主催する研修会等に積極的に参加することで職員のスキ

ルアップに努めることとしている。 

 市としても、地域包括支援センターの役割については積極的に周知を行い、ホ

ームページなども活用し地域住民に対し普及・啓発を図ることとする。 

 

２．地域ケア会議の推進 

高齢者本人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備を図ることを

目的に、「個別版」「ケアマネジメント版」「地域課題検討」の地域ケア会議を

実施している。   

ケアマネジメントの支援として、介護支援専門員が効果的なマネジメントが

実施できるよう支援するとともに、社会資源等のインフォーマルサービスを適

切に利用できるよう社会資源の把握や地域との連携に努めることとする。 

※詳細については、地域ケア会議運営方針を参照。 

 

３．在宅医療・介護の連携強化 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に

提供できるよう、天草郡市医師会との連携、在宅医療サポートセンター、かか

りつけ医など関連機関と情報共有や連携、課題があった場合は解決に向け対応

を行うこととする。 

 

４．生活支援の充実 

 医療・介護サービスの提供のみならず、生活支援サービスを担う事業主体と

連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参

加の推進を一体的に図れるよう実施し生活支援体制整備を推進する。 

 地域での継続的な情報共有や話し合い（協議体）を繰り返し実施すること

で、自助・互助の意識の形成、生活支援や介護予防の担い手を地域のニーズに

応じ活動につながるよう地域支え合い推進員を地域包括支援センターの職員と

して配置しチームとしての取り組みを進める。 

 ※詳細については、生活支援体制整備事業の方針を参照。 
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【健康で生きいきと暮らせる仕組みづくり】 

１．介護予防活動・認知症予防・認知症施策の推進 

地域包括支援センターにおける介護予防、認知症予防の取り組みについて住

民に対し、広く周知活動を継続することが重要である。 

担当地域における課題を抽出し、誰にどのような周知が必要か説明内容も工

夫しながら実施する。 

通いの場、ふれあいいきいきサロンだけでなく、高齢者が地域で活動してい

る状況を把握し、地域支え合い推進員とともに高齢者が生きいきと暮らせるた

めの情報提供を行う。 

認知症予防の推進のため、脳いきいきサポーター養成講座を修了したサポー

ターが地域で認知症予防への取り組みを行い、住民が認知症予防を実践できる

だけでなく、脳いきいきサポーター自身の社会参加、介護予防につながるよう

支援を行う。 

認知症施策においては、認知症が疑われる人や認知症の人及び家族に対し、

初期の支援を包括的、集中的に行い自立生活のサポートを行うチームとして、

認知症初期集中支援チームを設置しており、個別ケースにおいては連携を図り

支援を行う。 

また、認知症の方および家族に対し、効果的な支援が行われる体制づくりと

して認知症相談センターと連携し、認知症支援ネットワークの構築を図る。 

 ※認知症施策については、天草市認知症施策運営方針を参照。 

 

２．介護予防把握事業 

７５歳以上の介護リスク人口が増えるため、早期に把握し重症化する前に地

域介護予防活動へつなげるため、介護予防把握事業を展開する。 

展開するエリアや年齢層については各地域包括支援センターと協議し決定す

る。 

把握した内容をもとに住民主体の介護予防活動や社会参加につなげるための

方向性を検討し取り組みを進める。 
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【地域包括ケアシステムの推進について】 

１．市との連携 

 地域包括ケアシステム構築の中核機関を担う地域包括支援センターと市の連

携を強化し、地域包括支援センター単独では解決が困難な問題や、措置介入

（虐待対応等）が必要な場合は市と連携して対応するほか、定期的に連絡会議

（管理者会議等）を開催し、情報共有を行う。 

 地域包括支援センターの業務は多岐にわたり、市の多くの部署と関係してい

るため、高齢者支援課以外の課とも連携をとり、必要時には迅速に対応できる

よう努める。 

 

２．各関係機関との連携 

近年は、複合化している課題も多いため、他機関と連携し対応するケースに

ついては、重層的支援体制整備事業を活用し、役割分担しながら課題の解決に

努める。 

地域における各医療法人、社会福祉法人、居宅介護支援事業所、サービス事

業所、地域密着型事業所等との連携により個別相談の対応だけでなく、地域包

括ケアシステムの構築に向けた取り組みを進める。 

 

【公平・中立性確保について】 

 

 地域包括支援センターは「公的な機関」であることを認識し、利用者への

居宅介護支援事業所・介護サービス事業所の紹介や、ケアマネジメント委託

先の選定に関して公平性・中立性を保つこととする。 

 また、当該運営方針を踏まえ、効率的・効果的に事業を実施できているか

について定期的に自己評価を行い、市の点検・評価を受けたうえで、天草市

高齢者保健福祉事業審議会（地域包括支援センター運営協議会）に報告する

ものとする。 
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【情報提供及び資料等】 

 

① 令和５年度新規認定者数の傾向：年代別認定者の傾向 

・新規認定が増えるのは７５歳以降の傾向。 

・主な疾患としては、脳血管疾患、関節疾患、認知症が大きな要因。 

・８０歳以降は上記疾患に加えて心疾患が多い。 

・要介護等申請に至る要因を知ることで予防または重症化を遅らせ、健康

寿命の延伸を図る必要がある。 
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② 介護予防把握事業 

・「活動未把握者の重度化してからの相談」が課題 

・これまでは、通いの場やサロン・老人会等の活動者（「年齢別 高齢者の状

況」の③④の人）へ介護予防活動を展開 

・活動未把握者（「年齢別 高齢者の状況」の①②の人）に対する早期の関わ

りが課題であり、第９期介護保険事業計画では認定を受ける前の世代の把握率

をあげ、高齢者のしたい、やりたい活動また地域活動の担い手等の地域づくり

が必要 

・８５歳以上の約６割は認定者で把握率が高いため、「年齢別 高齢者の状況」

の④の世代はこれまで同様、実態把握や地域の見守りからのつながりを強化し、

重度化予防が必要。 
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③ 脳いきいきサポーター養成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和６年度 脳いきいきサポーター意向調査結果 

【意向調査回答状況】２９４人/４９３人（５９．６％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・脳いきいきサポーターの活動は、通いの場やサロンなどの地域の集まりの

場だけでなく、身近な地域の方への訪問や相談も実施。 

・脳いきいきサポーターの養成を継続するとともに、養成したサポーターの

活動率８割以上を維持する。 

●報告数値
総養成数 518 ←これまで養成したサポーターの総数（リタイア含）
リタイア数 25 ←講座修了後、リタイアした人数

現在の登録者数 493 ←総養成数−リタイア数
「活動の場あり」人数 406 ←現在の登録者のうち実活動者数。リタイア抜き。

実活動率 82% ←「活動の場あり」人数（リタイア抜）／現在の登録者数

●旧市町別
年度 養成数 リタイア 登録数
期生 ※ﾘﾀｲｱ含む ※ﾘﾀｲｱ除く

本渡 203 17 186
牛深 43 1 42
有明 28 3 25
御所浦 39 0 39
倉岳 30 0 30
栖本 19 1 18
新和 48 1 47
五和 32 2 30
天草 27 0 27
河浦 49 0 49

養成数 ※ﾘﾀｲｱ含む 計  518
リタイア  計  25
登録数 ※ﾘﾀｲｱ除く 計  493

サロン：82ヶ所/188ヶ所（R5.4.1）、通いの場：146ヶ所/191ヶ所(R6.3.31)

【 現 在 の 活 動 状 況 】 活 動 あ り ： 2 5 4 活 動 な し ： 4 0 活 動 率 ： 8 6 . 4

自 分 の み 家 族 友 達 等

人 数 1 3 4 1 3 4 1 9 5 1 1 9 3 2 2 8 2 0 9 4 3 5 2 1 1 2

％
（ N ＝ 2 5 4 ） 5 2 . 8 5 2 . 8 7 6 . 8 4 6 . 9 1 2 . 6 1 1 . 0 8 2 . 3 2 0 . 6 2 4 . 9 5 3 . 6

人 数 7 1 3 1 2 4 1 5 7 1 2 9 1 0 9 6 9 4 8 4 0

％
（ N ＝ 2 5 4 ） 2 . 8 5 . 1 4 8 . 8 6 1 . 8 5 0 . 8 4 2 . 9 2 7 . 2 1 8 . 9

講 演 会 参 加 老 人 会
健 康 運 動 教

室
地 域 サ ー ク

ル
そ の 他 活 動 無

認 知 症 カ フ ェ

の 参 加

ペ ン シ ル

パ ズ ル 実 施

ペ ン シ ル パ ズ ル 　 内 訳 ( N = 2 0 9 )

介 護 施 設 小 中 学 校 交 流 会 参 加

通 い の 場 サ ロ ン
家 族 や 友 達 へ

脳 ト レ の 話

認 知 症 ・ 家 族

へ の 相 談

認 知 症 の 方 へ

の 訪 問

 

旧地域別 
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●地域別



 

●地域ケア会議等の会議体について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天草市地域ケア会議運営方針 P6 より 

参考文献：政策形成につなげる地域ケア会議の効果的な活用の手引き（2023 年 3 月）P7 
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